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令和５年度 事 業 計 画 

令和４年度も新型コロナウイルス感染症の影響で事業運営に苦慮しましたが、状況に応

じた形で事業を行ってまいりました。その中でも令和５年２月には、３年ぶりに学校事務

研修会・報告会を参集して行うことができました。 

その研修会では２年余りの検討期間を経た「豊田事務研アクションプラン」を提示し、

会員の皆様がMyアクションづくりを体験する機会を持つことができました。私たちが目指

す学校事務の姿に向かってスタートできたと考えています。令和５年度は研究推進委員会

を中心として、豊田事務研アクションプランを推進していきます。 

本研究会会則の第２条には、「本会は、会員相互の緊密な連携の基に、学校事務の研究

及び会員の資質向上に努め、学校教育の発展に寄与することを目的とする。」とありま

す。変化が激しい時だからこそ、先輩方から受け継いできた原点を大切にして、今年度の

事業を推進する所存です。 

 

１ 方針 

（１）令和４年度に提示した「豊田事務研アクションプラン」を推進し、会員の資質向上

の方向性や行動指針の確立を目指す。 

（２）これからの学校事務職員に必要な資質やスキルについて研究し、中長期的な人財育

成計画と研修手法を検討する。 

（３）支部ホームページの活用を図る等、会員に向けた広報活動を強化する。 

（４）西三河教育事務所や二市教育委員会等の関係諸機関、県事研等の研究組織、各種団

体との連携を強化する。 

  

２ 運営組織と担当事業 

（１）役員・二市代表者会 

①総会の議決を受け、執行機関として研究会運営を行う。 

②研究会に関する渉外を担当する。 

 

（２）事務局 

①会議等の企画と運営 

ア）定期総会、研修会・報告会等の企画運営及び関係機関との連絡調整を行う。 

  イ）役員・二市代表者会議を企画運営する。 
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ウ）専門部活動のサポート及び連絡調整を行う。 

②支部ホームページの維持管理と運営など広報活動を行う。 

③研究会の活動に必要な調査を行う。 

 

（３）専門部（研究研修部） 

①学校事務に関する研究を行う。 

②中長期的な人財育成計画と研修手法を検討する。 

③会員の研修に関する企画と運営を行う。 

④会員の自主的な研究への助成等を含め、会員の自主研修を支援する。 

 

（４）研究推進委員会 

 ①「豊田事務研アクションプラン」を推進し、会員の資質向上の方向性や行動指針の確

立を目指す。 

 ②令和６年度県大会分科会の発表に向けた研究を行う。 
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令和５年度 事業予定 

月 日 支部活動 内容 県・東海・全国事務研等 

4 25 定期総会 

 

5年度事業・予算案の審議等 

 

21 県理事会R4 

（刈谷市） 

５ 26 役員・二市代表者会議 5年度事業の執行計画等 17 県事研総会（書面） 

６  支部要覧作成・配布  2 東海事研総会（書面） 

9 県理事会（刈谷市） 

７ 4 役員・二市代表者会議 事務協議等 21 県理事会（刈谷市） 

8    2 全事研総会 

3～4 全国大会 

（福井大会） 

25 県理事会兼学校事務情

報交換会（名古屋市） 

9 5 役員・二市代表者会議 事業協議等  

10    4 県理事会（名古屋市） 

25 県大会（名古屋市） 

11 17 役員・二市代表者会議 事業協議等 29 県理事会（刈谷市） 
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1 12 役員・二市代表者会議 事業協議等 26 県理事会（刈谷市） 

2 27 学校事務研修会・報告会 研修会・報告会の運営 9 東海大会（Web） 

3 8 役員・二市代表者会 年度反省等・次年度計画 1 県理事会（刈谷市） 

4  新旧役員・二市代表者会議 事業協議等 19 県理事会（刈谷市） 

※事務局会議及び研究研修会議は、必要に応じ随時、開催する。 


